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『エコノ・ムーブ・ミニカート』実施規定の運用細則 

 
この細則はエコノ・ムーブ・ミニカート実施規定に基づき運営するにあたり、

競技委員会に於いて細則が必要であると認め定めたものであり、実施規定第 43
条 補則の「あらゆる規定」に該当するものである。 
 
１．	 第 34 条 安全性の運用細則 

「競技車両の外側の危険につながると思われる突起物」として、後輪前

方部分のパーツ先端を保護材等で覆うこと。 
 

 
 
２．	 第 34 条 安全性 2項の運用細則 

JISマークまたは同等以上のマークのついた乗車用のフルフェイス型ま
たはオープンフェイス（ジェット）型ヘルメットに限る。  
 

３．	 第 34 条 安全性 ６項の運用細則 



外部からのガムテープ等でカウルの固定は禁止とする。 
 

４．	 第 37 条 ドライバーの体重 ２項の運用細則 
ウェイトの個数は２個までとする。１個が 10 ㎏を超える場合は２分割
できるものとする。ウェイトは車両に固定できるようにすること。ただ

し、構造体として使用してはならない。 
 
付記 
平成２６年４月２２日ＷＥＭ2014 ワールド・エコノ・ムーブ競技委員会、エコ
ノ・ムーブ・ミニカート競技委員会 
 
実施規定の運用細則として通知 
 
以上 


